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 参 考  

熊本大学における安全保障輸出管理に関する留意事項 

 
出張（訪問・面談・発表）、情報・技術提供等に際し、事前に「輸出管理チェックシステ

ム」による手続きが必要になる場合があります。外国人研究者受入教員または海外渡航者に
おいては、各自で確認し、必要な場合は手続きを行ってください。 

不明な点がある場合は、担当：熊本創生推進機構リスクマネジメント部門 
（内線 3143、kido-rmd@jimu.kumamoto-u.ac.jp）までお問い合わせ願います。 

 
研究・技術（情報）提供が 
 
○ある場合 
例：共同研究実施 
「輸出管理チェックシステム」入力必要あり 
＊システム入力後、許可の要否回答に時間がかかることがありますので、余裕を持って申請
下さい。 
 
○ない場合 
例：セミナー、講義など 
「輸出管理チェックシステム」入力必要なし 
 
参考 
○「輸出管理チェックシステム」 
熊本大学ポータル＞統合認証対応システム＞輸出管理チェックシステム 
 
○「熊大輸出管理チェックシステムマニュアル」 
学内教職員用ホームページ 
「熊本大学安全保障輸出管理の手続きについて」 
https://www.kumamoto-u.ac.jp/private/jimu_section/sangaku/info/hu4oqr 
 
「「みなし」輸出管理の運用明確化に伴う特定類型該当性の確認について」 
https://www.kumamoto-u.ac.jp/private/jimu_section/sangaku/info/copy_of_hjs3x2 


